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介護給付

（要介護1～5）

介
護
予
防
給
付

（
要
支
援
１
・
２
）

◎訪問看護

◎福祉用具貸与

など

新
し
い
総
合
事
業

介護予防・生活支援

サービス事業

◎訪問型サービス

　訪問介護

◎通所型サービス

　通所介護 

平成28年9月まで
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　平成27年の介護保険法の改正に

より、高齢者の介護予防と日常生活

の自立支援に力が注がれた「介護予

防・日常生活支援総合事業(新しい

総合事業)」が創設されました。

　65 歳以上のすべての人と、介護

保険制度の「要支援１・２」に認定さ

れた人が対象となり、要介護状態に

ならないよう、医療や福祉の関係機

関、地域づくりとも連携して、介護

予防サービスや各種事業を提供す

るもので、大崎市では10月から開始

します。

　今回は、新しい総合事業の概要に

ついてお知らせします。

 高齢介護課  23-2511

10月１日から 介護　　　予防・日常生活支援

総合事業<新しい総　　　合事業>を始めます

いつまでも いきいきと

住み慣れた大崎市で

暮らすために

古川地域包括支援センター

古川大宮7丁目2-3　87-3113

担当地域：古川地域（古川・荒雄・志

田・西古川・敷玉・高倉）

志田地域包括支援センター

三本木字大豆板24-3　53-1271

担当地域：松山地域、三本木地域、鹿

島台地域

玉造地域包括支援センター

岩出山字下川原町100-8　72-4888

担当地域：岩出山地域、鳴子温泉地域

田尻地域包括支援センター

田尻沼部字富岡浦29　39-3601

担当地域：田尻地域、古川北部地域

（宮沢・富永・長岡・清滝）

■ 相談先

※新しい総合事業の訪問介護・通所介護のみを利用する場合は、

　要介護認定を受けなくても基本チェックリストの確認で利用

　の決定ができ、サービス利用の手続きが簡単になります。
※現行の要支援の人に対する介護予防給付のうち、訪問介護（ホームヘルプ

　サービス）、通所介護（デイサービス）が、新しい総合事業に移行します。

新しい総合事業

一般介護予防事業

高齢者の集い

介護予防事業

いきいき百歳体操

脳の健康教室　など

介護予防・生活支援

サービス事業

訪問型サービス

通所型サービス

従来の介護予防給付
訪問看護
福祉用具貸与　など

要介護認定を申請

■ 新しい総合事業利用の流れ ■ これまでとどのように変わるのか

元気な高齢者事業対象者

基本チェックリストによる確認

地域を担当する地域包括支援センター、高齢介護課、各総合支所
市民福祉課、担当するケアマネジャーに相談してください

「地域包括支援センター」または
「ケアマネジャー」による介護予
防ケアマネジメントを実施

「地域包括支援センター」または
「ケアマネジャー」による介護予
防ケアマネジメントを実施

65歳以上の人

要支援１・２の人 非該当の人 変更なし

変更あり

変更なし

相談

高齢者の集い「いきいき百歳体操」

高齢者の集い「介護予防普及啓発(口腔)」


